
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  当該資金の未収金縮減を図るため、債権回収の専門的知識と経験を有する事業者を公

募型プロポーザル方式により募集します。 
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業務名 

  林業・木材産業改善資金未収金回収業務 
 
業務目的 
  林業・木材産業改善資金における回収が困難な未収金について、債権回収の   
専門的知識と経験を有する債権回収会社（サービサー）又は弁護士法人に回収業務
を委託し、未収金の縮減を図る。 

 

参加申込書提出 
 １ 提出期限：令和７年５月 13 日（火） 午後５時必着 
        持参又は郵送により提出してください。 
 ２ 提出場所：〒380‐8570 長野市大字南長野字幅下 692番地２ 
        長野県林務部信州の木活用課担い手係（県庁本館６階） 

 電話番号：026-235-7274 

 
企画提案書提出 
 １ 提出期限：令和７年５月 26 日（月） 午後５時必着 

        持参又は郵送により提出してください。 
 ２ 提出場所：上記２に同じ 
 
その他 

 

 

 

 

本業務の詳細は、下記県ホームページをご覧ください。 

公告について    https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/250422.html 

資金の詳細について https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/20160331.html 

長野県（林務部）プレスリリース  令和７年（2025 年）４月 25 日 

 

林業・木材産業改善資金未収金回収業務の受託者 

を募集します 

（問合せ先） 
担  当 林務部信州の木活用課担い手係 

 斉藤、中村 
電  話 (直通)026-235-7274 
     (代表)026-232-0111 (内線)3241 
F A X  026-235-7364 
電子ﾒｰﾙ  ringyo@pref.nagano.lg.jp 

長野県産木材ロゴマーク＆ 

長野県産木材のある穏やかな 
暮らしをマークにしました 

こちらから➡ 

 

キャッチフレーズについては 

林業・木材産業改善資金とは 

林業及び木材製造業に携わる方を対象に、機械や設備を充実させる等の経営改善を

目的とした様々な事業に必要な資金を無利子で貸し付ける制度 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/250422.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyo/sangyo/20160331.html

